
 

経 済 産 業 省 

 

２０１５０３０９貿局第５号 

輸出注意事項２７第４号 

経済産業省貿易経済協力局 
 
「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部を改正する規程を

次のとおり制定する。 
 

平成２７年３月２５日 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 宗像 直子 
 
 
 

「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部改正に 
ついて 

 
 
「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付

け輸出注意事項５第８号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成２

７年４月１日から施行する。 

なお、「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部を改正する

規程（以下「改正規程」という。）の施行の日から平成２７年４月３０日まで

の間は、改正規程の改正前の規程に基づく旧別紙様式について、改正規程の新

別紙様式にかかわらず、なおこれを使用することができるものとする。 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙） 

「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分）＜改正案＞ 
○希少野生動植物種の個体等の輸出承認について（平成５年３月３１日付け輸出注意事項５第８号） 

改 正 後 現 行 
１・２ （略） 

 

３ 輸出承認の申請 

（１） 輸出承認申請書の提出先                          

輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿

易審査課野生動植物貿易審査室に輸出承認申請書２通を提出するものとする。 

 

（２） （略） 

 

４ （略） 

 
別紙様式 

輸 出 承 認 申 請 説 明 書 
  

                                                                         平成  年  月  日

  経済産業大臣殿 
                                    
                                                     申請者（輸出者）  

記名押印 

又は署名                    

住  所 〒        

                        

電話番号                     

                  
記 

 

１．輸入者 
 （荷受人） 

氏名又は企業名 
 

住所 
 

仕向地 
 

１・２ （略） 

 

３ 輸出承認の申請 

（１） 輸出承認申請書の提出先                          

輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿

易審査課野生動植物貿易審査室に輸出承認申請書３通を提出するものとする。 

 

（２） （略） 

 

４ （略） 

 
別紙様式 

輸 出 承 認 申 請 説 明 書 
  

                                                                         平成  年  月  日 
  経済産業大臣殿 
                                    
                                                     申請者（輸出者）  

記名押印 

又は署名                    

住  所 〒        

                        

電話番号                     

                   
記 

 

１．輸入者 

氏名又は企業名 
 

住所 
 

仕向国等 
（仕向国）            （仕向地） 



 

受入施設 
（生きている動植物
の場合） 

 

２．輸出しよう
とする貨物 

動物又は植物の名称 
（学名）        (一般名)            （附属書番
号） 
                             Ⅰ・Ⅱ 

出所の区分 野 生 ・ 繁 殖 ・ 条約適用前 

輸出時点の貨物の 
状態 

（生きている場合、その運送手段） 
 

（生きていない場合、その状態及び加工製品名） 
 

数量  

３．その他 

 
 

該
当
す
る
項
目
に
記
入
す
る
こ
と 

（削る） 
 
（削る） 
 

飼育繁
殖・ 
人工繁殖 
させたも
の 

（繁殖期間） 
            年  月 から   年  月 まで 
（繁殖者の氏名及び住所） 
 
（条約附属書Ⅰに掲げるものであって、関係省庁の繁殖に係る証明を受け
た場合は、その証明書番号及び発行年月日） 
 

購入 
（入手）
元 

（氏名又は企業名）      

（住 所） 
（電 話） 
（購入（入手）年月日）  
             年   月   日 

輸入許可
書（（注）

３．） 

（発行国）     (発行日)     （許可書番号） 
 
なお、写しを添付します。 

備考 
 

（注）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 
２．記載事項は、やむを得ない場合には、英語で記入しても差し支えありません。 

３．別紙様式中「３．その他」の輸入許可書の欄には、条約附属書Ⅰに掲げる動植物等であって、輸

入国政府当局（締約国等が国又は地域ごとに定める管理当局又はこれに準ずる当局をいう。なお、

締約国以外の国又は地域にあっては、当該国又は地域の権限ある当局をいう。）の発行する輸入許

可書が条約上必要とされている場合に記入。 

受入施設 
（生きている動植物
の場合） 

 

２．輸出しよう
とする貨物 

動物又は植物の名称
（学名）        (一般名)            （附属書番
号） 
                             Ⅰ・Ⅱ 

出所の区分 野 生 ・ 繁 殖 ・ 条約適用前 

輸出時点の貨物の 
状態 

（生きている場合、その運送手段） 
 

（生きていない場合、その状態及び加工製品名） 
 

数量  

３．その他 
 
 

該
当
す
る
項
目
に
記
入
す
る
こ
と 

輸入許可
書 

（発行国）     (発行日)     （許可書番号） 
 
なお、写しを添付します。 

飼育繁
殖・ 
人工繁殖 
させたも
の 

（繁殖期間） 
            年  月 から   年  月 まで 
（繁殖者の氏名及び住所） 
 
（条約附属書Ⅰに掲げるものであって、関係省庁の繁殖に係る証明を受け
た場合は、その証明書番号及び発行年月日） 

購入 
（入手）
元 

（氏名又は企業名）      

（住 所） 
（電 話） 
（購入（入手）年月日）  
             年   月   日 

（新設） 
 
（新設） 
 

備考  
（注）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

２．記載事項は、やむを得ない場合には、英語で記入しても差し支えありません。 

（新設） 

 


